
令和●年（●）第●●●●●号

送達場所等の届出・システム送達を受ける旨の届出・
システム送達受取人の届出
[bookmark: _Hlk213164717]
●●地方裁判所民事第●部　御中
令和●年●月●日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☐原告　☐被告　　　　　　　　　　　　

１　上記事件について、私に対する書類は、次の場所に宛てて送ってください。
　　　〒　　　－　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　☐ 住所　　☐ 勤務先　　☐その他　　　　　

　【送達受取人の届出】
（上記送達場所の届出「その他」の方は必ず記載してください。）
　☐　私に対する書類の宛名（氏名）は、次の者宛てにしてください。
　　　（氏名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　☐ 親族（続柄：　　　）
　　　　☐ 士業者（☐　弁護士　☐　司法書士　）
　☐ その他（詳しく記入：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２　上記事件について、民事訴訟法第１０９条の２第１項本文所定の方法による電磁的記録の送達（システム送達）を受ける旨を届け出ます。
　☐　私がこのシステム送達の通知を受ける連絡先は、私のmintsアカウント（当事者ID　　　　　　　　　　）に登録されたメールアドレスのとおりです。

☐　上記事件について、裁判所から私宛てに送達すべき電磁的記録（ファイル）は、受取人　　　　　　　　　　　　　にシステム送達してください。
　　　　　　　　関係性　☐ 親族（続柄：　　　　）
　　　　　　　　　　　　☐ 士業者（☐　弁護士　☐　司法書士　） 
☐ その他（詳しく記入：　　　　　　　　　　　　）
　　同人のシステム送達の通知を受ける連絡先は、同人のmintsアカウント（当事者ID　　　　　　　　　　　）に登録されたメールアドレスのとおりです。
以上

記載に当たっての留意事項

	〇　システム送達を受ける旨の届出及びシステム送達受取人の届出については、mintsの新規申立てフォーム上で、「当事者・代理人情報」の入力に当たり、「送達受取人（システム）」の肩書でシステム送達受取人の氏名住所を入力し、「システム送達届出」のトグルをオンにし、当該システム送達受取人の当事者IDを入力してもらう方法による場合には、この書式を使ってシステム送達を受ける旨の届出及びシステム送達受取人の届出をしていただく必要はありません。
〇　この書式は、必要事項等を記入の上で、mintsにより電子提出してください。



（留意事項）
１　送達場所等の届出
　【送達場所の届出】
　　〇　裁判所が、あなた宛てに、裁判書類を特別送達郵便（配達担当者が対面で郵便物を渡し、受領印等をいただく方法）等で送達する場合がありますので、今後、裁判所があなた宛てに書類を送付や送達する際の送達場所を届け出てください。送達場所は、日本国内に限ります。
　　※集合住宅の場合は部屋番号まで、勤務先の場合は社名・店名まで記載してください。

　【送達受取人の届出】
　　〇　送達場所として届け出た場所に通常あなたがいない場合で、ほかの方に書類を受け取ってもらいたい場合には、その方を送達受取人として届け出ることができます。

　※送達場所の届出があった場合、その後の送達は、その届出場所に宛てて行われます。裁判所が送達場所として届け出た場所宛てに書面を送達した場合、不在や転居等の理由により実際に受領しなかったときでも、その書面を受け取ったものとして扱われることがありますので、記載にあたってはご注意ください。

２　システム送達を受ける旨の届出（民事訴訟法第１０９条の２第１項ただし書）、システム送達受取人の届出（民事訴訟法第１０９条の２第２項）
○　システム送達とは、あなたがmintsを利用している場合（システム送達を受ける旨の届出をしている場合）に、裁判所書記官がmints上に送達対象のファイルをアップロードすることで、そのファイルを閲覧又はダウンロードすることができる措置をとり、mintsから、mintsに登録されたあなたのメールアドレスに宛てて、その旨の通知が発せられることにより行われる送達です。

〇　システム送達受取人は、あなたに代わり、裁判所からのシステム送達を受けてくれる人です。システム送達受取人は、自らのID、パスワードでmintsにサインインして、あなたが送達を受けるべき電磁的記録（ファイル）について、閲覧・ダウンロードをすることが可能となります。送達対象の電磁的記録（ファイル）の閲覧・ダウンロードが可能となったことは、メールでシステム送達受取人宛てに通知します。

[bookmark: _Hlk213935886]〇　また、あなたやシステム送達受取人が電磁的記録（ファイル）を閲覧又はダウンロードしなくても、原則として通知から１週間経過すれば送達の効力が生じ、あなたが電磁的記録（ファイル）の内容を了知したものとして、手続が進行しますので、ご注意ください。

※本書面により届け出たシステム送達受取人は、mintsに電子提出（ファイルのアップロード）をすることはできません。第三者に電子提出を代行させる場合には、別途委任状等が必要となります。
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